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※　収穫年の前年における農業所得の額の計算例
１　市町村基本構想の「主たる従事者一人あたり」を使う場合＝　［Ａ］＋［Ｃ］
     2,130,510＋650,000＝2,780,510円が農業所得の額です。
２　市町村基本構想の「経営体あたり」を使う場合（例:認定農業者で個人経営）＝
　［Ａ］＋［Ｂ］＋［Ｃ］
　　 2,130,510＋2,160,000＋650,000＝4,940,510円が農業所得の額です。

申告書の記載内容は架空のものです。

　受付印が押なつされている場合、この表で所
得特例の「基本構想の目標所得金額の過半以
上」の証明書とすることができす。
　なお、受付印がない場合は、納税証明書等を
添付することで証明書となります。
　確定申告を電子申請で行っている場合は、納
税証明書のほか、送信したデータの受付番号、
受付日時、税務署等が受信した旨が記載された
受信通知を確定申告書Ｂの写しと一緒に提出す
ることで証明書となります。

　認定農業者（個人）の農業所得が基本構想の半分を超えている証明書となります。
　申告書Ｂと青色申告決算書をセットで提出してください。
　金額の計算は下の例を参考にしてください。

　水田農業構造改革交付金（産地作り交付
金）は19年より農業収入に含まれています。

　マイナスの場合もあ
り、注意すること
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